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第10次粉じん障害防止総合対策説明会

旭川労働基準監督署



注意事項
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のマークがあるスライドは、印刷等
の都合上、皆様方にお渡ししている
スライド資料には、貼付されておりま
せんので、画面上のみでご確認くだ
さい。

スライドページの右下にある（ ）
カッコ書きの番号は、皆様方にお渡し
しているスライドの番号です。

①

②

（★）
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作業環境管理 健康管理作業管理

労働衛生教育

労働衛生管理体制等統括管理

施設、設備の点検
使用状況の確認

健康診断、措置
健康保持増進

作業時間の適正化
保護具の使用
作業方法等の改善

（作業環境の点検）
点検結果に基づく措置

衛生管理者、産業医等の選任
異常な事態における応急措置等
疾病の原因及び対策
関係届出の作成及び報告等

労働衛生の３管理（５管理）
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作業環境管理 健康管理作業管理

事前対策 事後対策サイクル



・粉じんにばく露させない対策
①粉じん発生源対策
②局所排気装置等の適正な稼働
③呼吸用保護具の適正な選択及び着用

じん肺とは
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・粉じんを吸い続けると肺の組織が線維
化し、硬くなって弾力性を失ってしま
う病気

・一度じん肺にかかると完治せず
粉じん作業をやめた後も病気は進行

（根本的な治療方法が無い）



場合によって、次の２つも適用

石綿障害予防規則（石綿粉じん作業）

特定化学物質障害予防規則（溶接ヒューム）

粉じん作業とは
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粉じん作業を行わせる場合は、２つの関係法令

があります。

①労働安全衛生法（粉じん障害予防規則）

※主に粉じん作業のルール

②じん肺法

※主に健康管理に関すること
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主な粉じん作業
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主な粉じん作業について

粉じん作業ごとに必要な措置が定められております
・特定粉じん作業では、局所排
気装置等、設備的対策が必要

・粉じん作業によって、呼吸用保護
具の着用が必要（保護具の種類が
限定されるものもある）

リーフレット① P10～P14参照
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第10次粉じん障害防止総合対策

昭和５６年から５か年毎に特に実施すべき措置

（重点事項）を示し、事業者に労働者のじん肺

等の粉じん障害を防止するための対策を講じて

いただく目的。（第10次：令和５～９年度）

第１０次で50年間の取り組み

第10次粉じん障害防止総合対策は

６点の重点事項を示している



①呼吸用保護具の適正な選択及び使用

②じん肺健康診断の着実な実施

③離職後の健康管理の推進

④アーク溶接作業と岩石等の裁断等の作業、金

属等の研磨作業における粉じん障害防止対策

⑤屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり

取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業

に係る粉じん障害防止対策

⑥ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
10

第10次粉じん障害防止総合対策
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粉じんの発散源対策

① 最優先対策：粉じんを発散させない対策

発散源対策
・密閉する設備
・局所排気装置
・プッシュプル型換気装置
・湿潤な状態を保つ設備

② 設備・装置の有効性能確認（自主検査）

局所排気装置（プッシュプル型換気装置・除じん装

置設備）の定期自主検査指針に基づき、定期自主検査

者講習の修了者が年次点検、月例点検を実施
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呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底①

作業環境の改善 呼吸用保護具の選定・着用

※更なるばく露低減対策、作業環境の改善が困難

国家検定合格品を使用



13

呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底②

等級別記号を確認して選択

・防護係数が高いほど、マスク内への粉じん漏れ混みが少ない
・粉じん性能 ３（高い） １（低い）
・金属アーク溶接の作業では、性能２以上のものを使用
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呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底③

防じん性能の高い「電動ファン付き呼吸用保護具」の活用

電動ファン付き呼吸用保護具の特徴
・面体の内部が常に陽圧になることから、外部からの有害物質が入
りにくい（防じん性能が高い）

・吸気抵抗が小さく、呼吸が楽
・作業現場に応じて、防爆構造規格に適合したものを選択
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呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底④

保護具着用管理責任者に、適正な保護具の選択、使用、

保守管理を行わせてください。

【選任する者】
労働衛生に関する知識、経験を有する者

（衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者など）

【実施事項】
・国家検定合格品の呼吸用保護具の選定
・呼吸用保護具の適正な選択、使用、着用時の密着性
の確認等に関する指導

・呼吸用保護具の保守管理及び廃棄
・呼吸用保護具のフィルタの交換基準を定め、交換日
等を記録する台帳の整備など、フィルタの交換に
関する管理
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たい積粉じんの清掃

２次的発じんによるばく露を防ぐため、定期的な清掃
が義務付けられています

【実施事項】

・たい積粉じん清掃責任者を選任し、その指揮の下で

清掃を実施する

・１か月に１回以上、たい積粉じん除去するための清

掃（真空掃除機、水洗いなどによる）

・清掃作業時には、粉じんの飛散防止のための措置を

とるとともに、呼吸用保護具を着用すること
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作業環境測定

常時粉じん作業が行われる屋内作業場では作業
環境測定が必要になります

【実施事項】

・作業環境測定基準に基づき６か月以内ごとに１回、
定期に、空気中の粉じん濃度の測定を行う

・作業環境測定基準に基づき評価し、第３管理区分又
は第２管理区分に区分された作業場については、施
設、設備、作業工程及び作業方法の点検を行い、そ
の結果に基づき作業環境を改善するために必要な措
置を講じる

・改善後は再度測定を行い、改善の効果を確認する
・測定の記録、評価の記録は、７年間保存
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作業環境測定で第三管理区分となった場合の措置①
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作業環境測定で第三管理区分となった場合の措置②
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作業環境測定で第三管理区分となった場合の措置③
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粉じん障害防止のための教育・取組み
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じん肺健康診断（区分と頻度）
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じん肺健康診断（記録の保存）

粉じん作業職歴が記載
されているか

エックス線写真の結果
はどうか



24

じん肺健康診断（事後措置）
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じん肺健康診断（報告）

所見のない労働者は
３年に１回の健康診断

常時粉じん作業に従事する労働者
がいる事業場は毎年報告が必要

令和７年１月からの報告は
原則、電子申請のみの受付
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離職後の健康管理



27

アーク溶接作業における措置①
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アーク溶接作業における措置（掲示の例）
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アーク溶接作業における措置②
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アーク溶接作業における措置②

旭川署管内では
令和６年４月２２日に開催予定あり
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金属研磨作業における措置
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岩石・鉱物の研磨又はばり取り作業の措置 鉱物等の破砕作業の措置
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参考資料１
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参考資料２


